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(1)目的

【消費者基本法 第25条】

・ 国民の消費生活に関する情報の収集及び提供

・ 事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあっせん及び当該苦情に係る相談

・ 事業者と消費者との間に生じた紛争の合意による解決

・ 消費者からの苦情等に関する商品についての試験、検査等

・ 役務についての調査研究等

・ 消費者に対する啓発及び教育等

における中核的な機関として積極的な役割を果たす

【独立行政法人国民生活センター法 第３条】

国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から国民生活に関する情報の提

供及び調査研究を行うとともに、重要消費者紛争について法による解決のための手続を実

施し、及びその利用を容易にすること

(2)沿革
・ 昭和45年（1970年）10月 ： 特殊法人国民生活センター発足

・ 平成15年（2003年）10月 ： 独立行政法人国民生活センターへ組織変更

(3)所在地
・ 相模原事務所 ： 神奈川県相模原市中央区弥栄3-1-1

・ 東京事務所 ： 東京都港区高輪3-13-22

(4)役職員
・ 役員 ： 6名（理事長山田昭典、理事3名、監事（非常勤）2名／うち女性2名）

・ 職員 ： 132名（令和４年４月１日現在）

(5)予算
（運営費交付金）

・ 令和３年度当初予算 ：3,026百万円

・ 令和４年度当初予算 ：3,026百万円

１．国民生活センターの組織概要
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２．ＰＩＯ－ＮＥＴ情報の収集と活用



 全国の消費生活センターに寄せられる相談件数は年間約94万件(2020年度)。

 架空請求の相談(利用した覚えがない請求を受けた等)は、2017年度、2018年度は20万件を超えた
が、2019年度は約11万件、2020 年度は約3万件と大幅に減少した。
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＊PIO-NET（パイオネット：全国消費生活情報ネットワークシステム）とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、
消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。2015年度以降は、消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。

＊データは2021年5月31日までの登録分。以下、4頁、5頁、6頁のデータはすべて同様。

消費生活相談件数

３．消費生活相談の状況
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 2020年度は、通信販売トラブルの増加等に伴い、20歳未満、20歳代、30歳代、40歳代、50歳代の
契約者割合が、それぞれ2019年度に比べ増加。

 70歳以上の契約者割合はやや減少したが、引き続き各年代の中で最も高い22.1％。

＊割合は各年度の総件数を100として算出し、小数点以下第2位を四捨五入した値。以下、端数を四捨五入しているためグラフの数値の合計が100％にならない場合があ
る。

＜年代別の契約者割合の推移＞

年度

４．年代別の契約者割合の推移
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 10歳代以下では、「通信販売」の相談割合が特に高い。20歳代～60歳代の相談割合は同程度。

 20歳代では、「マルチ取引」の相談割合が突出して高い。

 70歳代では、 「訪問販売」「電話勧誘販売」「訪問購入」の相談割合が高い。

＜年代別にみた販売方法別の相談割合＞※2020年度受付

＊表中の割合は各形態別の全体数を100として算出し、小数点以下第２位を四捨五入した値。
＊「訪問販売」には「家庭訪販」「アポイントメントセールス」「SF商法」「キャッチセールス」などが含まれる。

５．年代別にみた販売方法別の相談割合
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 「店舗購入」に関する相談割合は減少傾向にあり、2020年度は約2割。

 他方、「通信販売」に関する相談割合は2020年度約4割に達し、販売方法別で最も高い。

＜販売方法別の相談割合の推移＞

＊「訪問販売」には、「家庭訪販」「アポイントメントセールス」「ＳＦ商法」「キャッチセールス」などが含まれる。
＊2013年2月21日以降、特定商取引法改正により、「訪問購入」が新設されている。

年度

６．販売方法別の相談割合の推移



（注）本資料のデータは、2022年5月末日までのPIO-NET登録分。

新型コロナ感染症の増加において緊急事態宣言が出た2020年4月頃から相談が増加
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７．インターネット通販でのトラブル相談
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「お試し」定期購入
健康食品、化粧品、飲料等

・低価格でのお試しだけのつもりが、
複数回購入が条件の定期購入だった

・未成年者のトラブルが目立つ

オンラインゲーム
・スマートフォンやゲーム機から
の高額課金
（小中学生、特に男子）

身の回り品⇒偽サイト
・紳士・婦人洋服、
・ブランド品のかばん、靴
・家具・家電

「サービス」の契約トラブル
（サブスクリプション)
・映画等の配信サービスなど

８．インターネット通販の主なトラブル事例
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18歳・19歳に気を付けてほしい

消費者トラブル 最新10選

もうけ話 美容関連 定期購入
SNS

きっかけ

異性・
恋愛関連

通信契約
借金・
クレカ

新生活関連

出会い系

仕事関連

①副業・情報商材やマルチなどの“もうけ話”トラブル
②エステや美容医療などの“美容関連”トラブル
③健康食品や化粧品などの“定期購入”トラブル
④誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など“SNSきっかけ”トラブル
⑤出会い系サイトやマッチングアプリの“出会い系”トラブル
⑥デート商法などの“異性・恋愛関連”トラブル
⑦就活商法やオーディション商法などの“仕事関連”トラブル
⑧賃貸住宅や電力の契約など“新生活関連”トラブル
⑨消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどの“借金・クレカ”トラブル
⑩スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル

９．若者の相談 新成人のトラブル防止に向けて



2019年度における年代別契約当事者同一相談件数

70歳代 80歳代～

・60歳未満と同様の傾向で通信販売が最
も多い

・訪問販売、電話勧誘販売は年代が進む
につれ割合増加

・前年度より大幅減少はしたが最も多
いのは 「架空請求」

・「デジタルコンテンツ」、「イン
ターネット 接続回線」などが多い

・平均契約購入金額
60歳代 約62万円
70歳代 約73万円

・2019年度までは訪問販売がトップ
だったが、ついに通信販売の割合が
逆転

・「架空請求」も多いが、他の年代に
比べて「新聞」「布団類」が多い

・利用しなくても「インターネット接
続回線」も多い

・平均契約購入金額
80歳代～ 約82万円

高齢者の消費者トラブルを防ぐには、
周囲の人々による見守りも重要！

10．高齢者の相談 年代による特徴
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2020年度ついに80歳代も「通信販売」トラブルがトップに！



11．80歳代で多くなる主なトラブル事例
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